
予算状況など
事業の詳細は
こちらから☞

（市ホームページ内）

( 上限２万円・千円未満切り捨て )
( 上限２万円 ・ 千円未満切り捨て )

令和8年度 八王子市令和8年度 八王子市

カメラ付きインターホン防犯カメラ（屋外用）

迷惑電話防止機能付き
固定電話

人感センサー付き
ライト（屋外用）

購入・設置費用の

受付期間
令和8年4月20日から令和9年2月1日まで
※なお、予算に達した場合はその時点で受付終了 となります。

申請できる方
✓ 八王子市に住民登録がある方
✓ 居住する市内の住宅に
令和8年4月1日から令和9年2月1日
までに八王子市内の販売店等で
防犯対策品を購入・設置した方

✓ 令和７年度以前に補助金を活用した方も
申請可能

申請の方法については 裏面を ご確認ください

過去に補助金を活用された世帯も申請可能！

八王子市内だけで

令和7年特殊詐欺被害額は・・・

（件数 108件）

その他にも・・・

侵入窃盗件数 109 件

約6億6,000万円！

住まいの防犯対策
緊急補助金

住まいの防犯対策
緊急補助金

２分の１を補助

防犯性能の高いCP製品を推奨

世帯につき申請は１回のみ
管理者、法人、管理組合等は申請不可

申請できる防犯対策品

対象になるかわからない場合は
お問い合わせください

イラストの他にも…

✓ 鍵、補助錠
✓ 防犯フィルム

✓ 防犯砂利 など



住まいの防犯対策緊急補助金専用ダイヤル 042-620-7283
(受付時間 平日 8：30～12：00 / 13：00～17：00 ) (Fax 042-620-7322)

八王子市役所 生活安全部 防犯課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 本庁舎1階１番窓口

交付申請書の配布場所
市役所本庁舎防犯課・市民部事務所・市民センター

  (市ホームページでも様式をダウンロードできます)

領収書等について
市内の販売店等で購入・設置していること、日付が対象期間内
（令和8年４月１日から令和9年2月１日まで）であることが
読み取れるものに限ります。

本人確認書類の写しの例
運転免許証やマイナンバーカード（表面のみ）など

振込先口座情報の写しの例
預貯金通帳の写しで口座番号や金融機関コード、支店コードが
記載されているページなど

Q．市民部事務所窓口でも申請を受け付けているか？
窓口での受付は市役所本庁舎防犯課のみとなります。

Q．八王子市外の店舗で購入した場合も対象となるか？
八王子市外で購入した場合は補助金の対象外となります。

Q．対象とならない防犯対策品はあるのか？
住居の侵入防止等を目的とすることが要件となるため、室内用カメラや窓ガラスの飛散を防止するための防災フィルム、
携帯用の防犯物品（防犯ブザー等）は補助の対象外です。購入・設置予定の防犯対策品が補助の対象となるか確認が必要な
場合は、市のHPにあるQ&Aを参照いただくか、下部の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

Q．設置箇所に制限はあるのか？
集合住宅の共用部分に防犯対策品を設置する場合は補助の対象外です。 共用部分以外の箇所（お住まいの部屋など）に設置
する場合は問題ございません。 （賃貸住宅の場合、トラブルの未然防止のため、所有者からの同意が必要です）

Q．販売店舗のポイントを使用して購入しても問題ないか？
購入・設置にかかった金額からポイント使用分を除いた金額を補助対象経費とします。 ポイントを貯めることについては特に

問題ございません。 ※ 「桑都ペイ」は、ポイントと表示されますが、現金と同様の取り扱いとし、補助対象経費となります。

Q.以前、「八王子市住まいの防犯対策臨時補助金」を活用したが、今回も申請できるのか？
申請可能です。令和７年度以前に「八王子市住まいの防犯対策臨時補助金」「八王子市住まいの防犯対策緊急補助金」を
活用されている世帯も、今回の「令和8年度八王子市住まいの防犯対策緊急補助金」を申請いただけます。

本事業について
ご不明な点は
こちらまで

申 請 か ら 受 付 ま で

必 要 書 類

Q & A ( その他のQ&Aについては市ホームページをご確認ください )

市ホームページ
二次元コード

市内の販売店等で
対象となる防犯
対策品を購入・設置

購入・設置

「必要書類」をそろえて、以下のいずれかの
方法で市役所へ提出願います。

・窓口で申請  （市役所 本庁舎 １階１番窓口 防犯課）

・郵送  （レターパック、特定記録などの方法を推奨）

・オンライン  (市ホームページ内の専用フォームから申請)

申請

市で受付後、審査を実施し、
不備がなければ交付決定を
行います。
その後、申請時に指定された
口座へ補助金を振込みます。
(受付からおおむね3カ月か
かります)

交付

令和8年７月以降、課の名前が変わる可能性があります。
申請される際には、ホームページもしくは以下の専用ダイヤルでご確認をお願いします。

□ 交付申請書
※修正液使用不可・シャチハタ不可

□ 領収書等
※申請者と同一人のもの
※品名、型番等わかるもの
※市内の店舗とわかるもの

□ 本人確認書類の写し
※申請者のもの

□ 振込先口座情報の写し
※申請者と同一人のもの

複数品目を購入した
場合、合算して申請

願います。
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